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平成 23年 3 月 11日以後に終了する事業年度分の場合 

欄 記    載    要    領 注 意 事 項 

「当期控除額２」  震災特例法第 15 条第６項((震災損失の繰戻しによる法

人税額の還付))の規定の適用を受ける場合には、別表四

「差引計 41」の「総額①」の本書の金額に同欄の外書の金

額を加算して計算します。 

 

 

「当期分」の

各欄 

「災害損失金」  「欠損金の繰戻し額」には、法人が青色申告書を提出し

なかった事業年度の「震災損失金」のうち震災特例法第

15 条の規定の適用を受ける場合にその適用を受ける金額

を記載します。 

 この申告が仮決算によ

る中間申告である場合に

は、「翌期繰越額３」欄の

記載は必要ありません。 

「青色欠損金」  「欠損金の繰戻し額」には、法人が青色申告書を提出し

た事業年度の「青色欠損金」のうち法第 80 条((欠損金の

繰戻しによる還付))又は震災特例法第 15 条の規定の適用

を受ける場合にこれらの規定の適用を受ける金額の合計

額を記載します。 

「災害によ

り生じた損

失の額の計

算」の各欄 

各欄共通  各欄の外書には、震災特例法第 15条第１項の規定の適

用を受ける場合又は同法第 16 条第２項((仮決算の中間申

告による所得税額の還付))の規定による還付を受けよう

とする場合に、同法第２条第１項((定義))に規定する東日

本大震災に係る金額を記載します。この場合において、仮

決算による中間申告により既に震災特例法第 15 条第１項

の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となっ

た金額があるときは、「差引災害により生じた損失の額９」

の「計③」の外書には、その金額を控除した金額を記載し

ます。 

 各欄の記載に当たって

は、その明細を「震災に

より生じた損失の額に関

する明細書」に記載して

添付してください。 

「資産の滅失

等により生じ

た 損 失 の 額

５」の各欄 

震災により生じた損失の額に関する明細書に記載した

「滅失等による損失」の金額につき、「棚卸資産①」に係る

金額と「固定資産②」に係る金額とにそれぞれ区分して記

載します。 

 

「被害資産の

原状回復のた

めの費用の額

６」の各欄 

震災により生じた損失の額に関する明細書に記載した

「原状回復の費用」の金額につき、「棚卸資産①」に係る金

額と「固定資産②」に係る金額とにそれぞれ区分して記載

します。 

 

「計７」  「計③」には、震災により生じた損失の額に関する明細

書に記載した「計」の合計額を記載します。 

平成 23 年４月 18 日付

課法２－３ほか２課共同

「東日本大震災に関する

諸費用の法人税の取扱い

について」（法令解釈通

達）に定めるところによ

り、災害損失特別勘定に繰

り入れた金額は、「５」及

び「６」には記載せず、「７

の③」にのみ記載すること

になりますので、この場合

には、「５の③」と「６の

③」との合計額と「７の③」

の金額は一致しないこと

となります。 

○ 各欄の記載要領（追加分） 

別表七(一) 「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」 


